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参考資料 
 策定経過 

 ◆策定経過 

 

 

 

 

 

年月日 会議名称等 内容 

令和２年９月１日 令和２年度第 11 回庁議 ・改定庁内検討会議の設置について 

令和２年９月 30 日 第１回庁内検討会議 ・第１章 社会経済の動向と都市計画の方

向性 

・第２章 石巻市の概況 

・第３章 前提条件の整理 

・第４章 都市づくりにおける課題 

令和２年 10 月８日 第 36 回石巻市 

都市計画審議会 

・改定庁内検討会議の設置について 

・案について説明 

令和２年 12 月 23 日 第 37 回石巻市 

都市計画審議会 

・案について説明 

令和３年２月１日 第２回庁内検討会議 ・第１回会議における修正案 

・第５章 基本構想 

・第６章 全体基本計画 

・第７章 エリア別詳細方針 

・第８章 実現化方策 

令和３年７月５日 第３回庁内検討会議 ・石巻市都市計画マスタープラン（改定中間

案） 

令和３年８月３日 令和３年度第９回庁議 ・石巻市都市計画マスタープランの改定につ

いて 

令和３年９月２日 令和３年石巻市議会 

全員協議会 

・石巻市都市計画マスタープラン改定案につ

いて 

令和３年９月 15 日から 

令和３年 10 月 14 日まで 

パブリック・コメント ・中間案に対するパブリック・コメントの募集

について 

令和３年 12 月 22 日 第 38 回石巻市 

都市計画審議会 

・中間案について諮問 

令和４年３月 23 日 第 39 回石巻市 

都市計画審議会 

・中間案について答申 
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 改定組織 

 石巻市都市計画審議会 

◆第９期石巻市都市計画審議会委員名簿（諮問・答申時）             敬称略 

 氏 名  氏 名 

会長 
石巻専修大学准教授 

関 口 駿 輔 
委員 

石巻市議会産業建設委員会委員長 

阿 部 浩 章 

会長職務 

代理者 

石巻商工会議所専務理事 

髙 橋 武 徳 
〃 

国土交通省東北地方整備局 

北上川下流河川事務所長 

石 田 和 也 

委員 
石巻市農業委員会会長 

三 浦 孝 一 
〃 

宮城県東部土木事務所長 

郷右近 正 紀 

〃 
社団法人宮城県建築士会石巻支部 

白 𡈽 典 子 
〃 

石巻警察署長 

岡 島 利 明 

〃 
東北工業大学准教授 

畠 山 雄 豪 
〃 

住民代表 

小野寺 夢津子 

〃 
石巻市議会総務企画委員会委員長 

奥 山 浩 幸 
〃 

住民代表 

田 中 雅 子 

〃 
石巻市議会環境教育委員会委員長 

阿 部 久 一 
〃 

住民代表 

宮 本 竜 太 

〃 
石巻市議会保健福祉委員会委員長 

佐 藤 雄 一 
  

※委嘱期間：令和３年８月８日から令和５年８月７日まで（２年間） 
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 石巻市都市計画マスタープラン改定庁内検討会議 

◆委員名簿  

 所属部署 役職  所属部署 役職 

会長 建設部 次長 委員 北上総合支所 地域振興課長 

委員 復興政策部 復興政策課長 〃 牡鹿総合支所 地域振興課長 

〃 復興政策部 SDGs 地域戦略推進室長 〃 生活環境部 環境課長 

〃 復興政策部 地域振興課長 〃 福祉部 福祉総務課長 

〃 総務部 危機対策課長 〃 福祉部 障害福祉課長 

〃 総務部 防災推進課長 〃 産業部 産業推進課長 

〃 復興事業部 基盤整備課長 〃 産業部 商工課長 

〃 復興事業部 市街地整備課長 〃 産業部 水産課長 

〃 半島復興事業部 半島拠点整備推進課長 〃 産業部 農林課長 

〃 河北総合支所 地域振興課長 〃 建設部 道路第１課長 

〃 雄勝総合支所 地域振興課長 〃 建設部 建築指導課長 

〃 河南総合支所 地域振興課長 〃 建設部 下水道建設課長 

〃 桃生総合支所 地域振興課長 〃 教育委員会 教育総務課長 

 

 

 諮問及び答申 

 

 

 

  



参考資料 

 

109 

 ⽤語集・制度等解説 

あ行 

●アクセス 
ある目的地へ移動するための経路や移動す

る行為。交通の便をアクセス性といい、目的地
へ向かう道路のことをアクセス道路という。 

 
●石巻市震災復興基本計画 

平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太
平洋沖地震とその後に到来した巨大津波によ
って、甚大な被害を受けた本市が将来的な復旧、
復興を実現していくための道標。多くの市民が
被災し、電気、水道などのライフラインの寸断
を引き起こした今回の震災の教訓を踏まえ、単
なる「復旧」にとどまらず、防災基準・防災体
制を抜本的に見直し、市民の命を守る災害に強
いまちづくりを念頭に、新たな視点で都市デザ
インを描いたまちを構築するとともに、ライフ
ラインの補完や快適な生活空間として新エネ
ルギーを活かしたまちづくりを目指す。 
 
●インバウンド（Inbound） 

外国人が訪れてくる旅行のこと。日本へのイ
ンバウンドを訪日外国人旅行または訪日旅行
という。 

 
●インフラ（Infrastructure） 

インフラストラクチャーの略。社会基盤。国
家・社会の存続・発展の根幹をなす施設。道路、
学校、発電所、交通機関、通信施設などを指す。 

 
●オープンスペース 

ビルやマンションなどの敷地内において建
築物が建てられていない空間や、広場や公園、
街路、河川などの公共の空き地。 

 
か行 

●開発許可制度 
都市近郊における無秩序な市街化（スプロー

ル現象）を防止し、計画的な市街化を図るとい
う都市計画法の目的を達成するため、都市計画
区域内で開発行為をする場合や市街化調整区
域内で建築行為をする場合などについて、都市
の水準を確保するため、一定の基準を設けて、
許可がいるようにした制度。 
 
●開発指導要綱 

地方公共団体が宅地開発業に対して定めた
開発規定。乱開発による環境の悪化や急激な人
口増による公共設備の整備の遅れを防ぐため、
各地方自治体で明文化している。 

 
 
 

●緊急輸送道路 
地震直後に発生する緊急輸送を円滑に行う

ための道路。高速自動車道、一般国道及びこれ
らを連絡する幹線道路と知事が指定する防災
拠点を相互に連絡する道路とされており、阪神
淡路大震災での教訓をふまえて設定された。 

 
●グリーンインフラ 

米国で発案された社会資本整備手法で、自然
環境が有する多様な機能をインフラ整備に活
用し、社会における様々な課題解決に活用する
という考え方。導入目的や対象は国際的に統一
されておらず、非常に幅広い。これまで日本に
おいては一般的に公園や緑地、河川などを対象
空間とし、それらが持つ環境保全や防災、地域
振興上の機能に着目したインフラの保全整備
を指していたが、広く環境保全に関わる行為や
対象を指すとの解釈もある。 
 
●グリーンスローモビリティ 

時速 20 ㎞未満で公道を走ることができる電
動車を活用した小さな移動サービスで、その車
両も含めた総称。導入により、地域が抱える
様々な交通の課題の解決や低炭素型交通の確
立が期待される。モビリティとは、人々の移動
と、これを支える多様な移動の手段のこと。 
 
●建築協定 

住宅地としての環境や商店街として利便を
高度に維持増進するため、市町村が条例で建築
協定を締結できる旨を定めた区域内において、
その区域内の土地の所有者および借地権を有
する者が、自主的にその区域内のおける建築物
の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または
建築設備に関する基準を定めたもの。 
 
●建築制限 

建築基準法などの法令により定められた、建
築物の敷地、構造設備および用途に関する禁
止・制限事項。 
 
●国土強靭化 

防災・減災の取組みで、強くてしなやかな国
をつくること。 
 

さ行 

●市街地再開発事業 
都市再開発法に基づいて、既成市街地の計画

的な再開発の実現を図る事業。事業地区内の建
築物を除却し、新たに土地を高度利用した建築
物の建築と道路などの整備を一体的に行う。 
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た行 

●地域地区 
都市計画法第８条で定める地域及び地区。利

用目的ごとに地域地区が指定されており、用途
制限などの建築制限が定められている。 
 

●地域防災計画 

災害対策基本法の規定に基づき、石巻市防災
会議が策定する計画。地震・風水害・その他の
災害に関し、防災関係機関の全機能を有効に発
揮して、災害予防・応急・復旧対策に至る一連
の対策を総合的かつ計画的に実施することに
より、市民の生命・身体及び財産を災害から保
護することを目的としている。 
 

●地区計画 

都市計画法、建築基準法に基づいて、都市に
おける良好な市街地環境の創造、保全を図るた
めに、地区を単位として、建築または開発行為
を規制・誘導するための手法。地区計画では、
地区施設の規模・配置、建築物などに関する制
限などを定めることができる。 
 
●長寿命化 
住宅などの建築物や公共施設、橋梁などの土

木構造物などを長期にわたり良好な状態で使
用すること。 
 

●超高齢社会 
65 歳以上人口の割合が 21％を超えた社会。 

 
●DID（人口集中地区） 
人口の統計データに基づいて一定の基準

（人口密度が 1 ㎢あたり 4,000 人以上で、か
つ合計人口が 5,000 人以上の地域）により都
市的地域を定めたもの。人口集中地区は都市
の状態を示す重要な指標の一つである。 
 
●定住人口 
その地域に住んでいる人の数。国勢調査は５

年ごとに実施されるため、毎年度各月集計され
る住民基本台帳人口とあわせて、人口動向を把
握している。 
 

●都市計画基礎調査 
都市計画法に基づき、都市現況及び将来の見

通しを定期的に把握するための調査。５年ごと
に都道府県が行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

●都市施設 
都市の諸活動を支え、生活に必要な都市の骨

組みを作る施設で、都市計画に定めることがで
きるもの。都市計画法第11条第1項において、
道路・鉄道・駐車場などの交通施設、公園・緑
地などの公共空地、上水道・下水道・ごみ焼却
場などの供給・処理施設など 11 種類が規定さ
れている。 
 

●都市計画道路 
都市交通の最も基幹的な都市施設として、都

市計画法に基づいて都市計画決定された道路。
都市の骨格を形成し、安全・安心な市民生活と
機能的な都市活動を確保する。 
 

●土地区画整理事業 
宅地の利用増進及び公共施設の整備改善を

図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設
の新設又は変更を行い、健全な市街地を造成し
て、公共の福祉を増進する事業。 
 

は行 

●バリアフリー 
基本構想多様な人が社会に参加する上での

障壁（バリア）をなくすこと。 
 

●ビッグデータ 
従来のシステムでは保管・解析が難しかった

巨大なデータ群やその保管・分析の機能・能力。
AI などの先端技術を活かした分析によって、
未来予測や異常の察知、シミュレーション、タ
イムリーな意思決定などの可能な範囲が格段
に広がり、正確になる。まちづくりにおいても、
まちの変化・課題を可視化し、適切な意思決定
で社会基盤の整備や空間活用・維持管理、社会
サービスなどを効率化・最適化することで、ま
ちが進化し、都心生活の質の向上につながって
いくことが期待されている。 
 

ま行 

●みちのくウエストライン 
山形県酒田市、新庄市、宮城県大崎市、石巻

市を結ぶ東西横断道路。 
 

や行 

●ユニバーサルデザイン 
年齢、性別、身体、言語など、人々が持つ様々

な特性や違いを超えて、はじめから、できるだ
け全ての人が利用しやすいように配慮した環
境・建物・製品などのデザインをするという考
え方。 
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ら行 

●緑地協定 
都市緑地法に基づき、良好な住環境を創って

いくため、関係者全員の合意によって区域を設
定し、緑地の保全又は緑化に関する協定を締結
するもの。 
 

Ａ～Ｚ 

●ＢＲＴ（Bus Rapid Transit） 
連節バス、ＰＴＰＳ（公共車両優先システム）、

バス専用道、バスレーンなどを組み合わせるこ
とで、速達性・定時性の確保や輸送能力の増大
が可能となる高次の機能を備えたバスシステ
ム。 
 

●ＩＣＴ 
（Information Communication Technology） 
情報通信技術。まちに配備したセンサーのネ

ットワーク、ビッグデータ、地理空間情報など
様々なＩＣＴが、交通、緑や水辺と調和した空
間活用、エネルギー、安全・安心、資源循環、
行政などの複数の分野横断的なパッケージで
適用されはじめている。健康増進、住宅などの
ストック活用など、地域の様々な課題に対応し
た創造的なまちづくりを展開することが可能
となる。 
 

●ＭａａＳ 
（Mobility as a Service） 
電車、バス、タクシーのような従来の交通機

関や次世代の交通モードが ICT で切れ目なく
つながり、移動手段・経路の選択から乗り換え、
料金決済などを効率よく便利に行えるように
して、都市の移動をサービスと捉え、快適にし
ていく概念。地域交通情報アプリケーション 
 

●ＳＤＧｓ 
（Sustainable Development Goals） 
平成 27 年に国連が採択した持続可能な開発

目標。令和 12 年に向けた環境・経済・社会の
目標で、17 のゴールと 169 のターゲットで構
成され、「地球上の誰一人として取り残さない
こと」を誓い、発展途上国のみならず先進国自
身が取り組む普遍的なものとなっている。この
うち、目標 11「住み続けられるまちづくりを」
では、都市部の居住に対する問題が挙げられ、
「包括的で安全かつ強靭（レジリエント）で持
続可能な都市及び人間居住を実現する」ことを
目指している。地球温暖化対策としての「パリ
協定」と両輪になって、世界を大きく変える道
標である。 
 
 
 

 
●Society 5.0 
ＩｏＴ（Internet of Things）やＡＩ（人工

知能）、５Ｇなど情報のネットワーク技術の進
化・高度化による⾰新技術を、産業や社会生活
に取り入れてイノベーションを創出し、一人ひ
とりのニーズに応じた社会的課題を解決して
いこうという新たな社会の考え方。現実空間か
らの膨大な情報（ビッグデータ）が仮想空間に
集積され、それを人工知能が解析し、現実空間
にフィードバックすることによって、これまで
できなかった新たな価値が産業や社会にもた
らされ、人間がより快適かつ活力に満ちた生活
を送ることができる社会が実現すると考えら
れている。 
 



 

石巻市都市計画マスタープラン 

平成 21 年３月策定 

令和 ４年４月改定 
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